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再開 １６：２０ 

 
（議長） 
休憩を閉じて再開いたします。 

 
議会事務局、総務課、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、所管の予算並びに

関連議案について、一括補足説明を求めます。 
財政課長。 

 
「財政課長」（補足説明） 

 私から、議会費並びに監査委員費について、ご説明します。 
 事業番号１番から６が議会費となってございます。前年比１８０万ほどの増となっ

てございますが、人件費の増が１３０万、加えて議員活動における委員会時の車両借

上げ、こちらで約４５万ほど増となったことで、今回議会費が増となってございます。 
 続きまして、事業番号７６、７７監査委員事務に関する内容です。こちらにつきま

しては、昨年度と大きな変更はございませんので、説明は割愛させていただきます。 
以上です。 

 
（議長） 
はい。次に、総務課長。 

 
「総務課長」（補足説明） 

私の方からは、総務課所管の条例４本と予算の方を説明させていただきます。 

まず、条例の方、先に説明させていただきます。 

初に、議案第１７号、江差町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定につい

て、ご説明申し上げます。議案書は議案その２の差し替え版の５ページからとなりま

す。資料は４３ページからの資料４２となります。 

議案が差し替えになった点について、ご説明申し上げたいと思います。今回、条例

に罰則規定がある場合は、事前に検察庁と協議することとなっており、経過措置にお

いて罰則を定めておりますことから、検察庁と協議をしていたものでございますけれ

ども、検察庁から指摘を受けましたことから、今回修正版ということで修正させてい

ただいたものでございます。協議が思った以上に時間を要しましたことから、結果と

してすでに配布した議案を差し替えることとなりました。大変申し訳ございませんで

した。 

それでは、条例の内容をご説明いたしますが、資料４２の方でご説明申し上げます。

国では、個人情報保護法改正し、国独立行政法人、民間事業者、各地方公共団体につ

いて、それぞれ規定されていた規律を一元化いたしました。それに伴い令和５年４月

１日からは、各地方公共団体においても法が直接適用されることから、改正後の個人
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情報保護制度に適合するように条例を整備することとなり、現行の条例を廃止して法

律の施行条例として新たに制定するものでございます。 

新たに制定する施行条例の概要でございますが、４４ページからの（１）、条例の

概要の表、こちらが新たに制定する施行条例の内容となっております。現行制度から

どういうふうに変わったのか。主な変更点でございますが、それについては、４６ペ

ージ中段の（３）、改正法が適用されることによる現行制度からの主な変更点をご覧

いただければと思います。 

新たに施行する法施行条例は、施行日は令和５年４月１日としているものでござい

ます。 

次に、議案第１８号、江差町個人情報保護審査会条例の制定についてご説明申し上

げます。議案は、同じく議案目次その２の６ページからとなります。これについても、

差し替え版となってございますが、提案理由が個人情報保護施行条例とまったく同じ

文言でしたので、そちらの方を訂正させていただいたものでございまして、条文の中

身は変わってございませんので、ご承知を願いたいと思います。 

説明につきましては、先程の資料の続きで説明させていただきます。４６ページの

５、江差町個人情報保護審査会条例の概要からでございます。今回制定する審査会条

例でございますが、これまで審査会に関しましては、現行条例で規定しておりました

けれども、現行条例が廃止されることに伴い、こちらも新たに条例を制定するもので

ございます。条例の概要につきましては、４６ページからの（１）、条例の概要をご

覧いただきたいと思いますが、基本的には従前と同様の内容となってございます。施

行日は、令和５年４月１日でございます。 

続きまして、議案第１９号、江差町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関

する条例の一部を改正する条例についてでございます。議案書は１０２ページからと

なります。資料は５０ページの資料４３、新旧対照表となります。これにつきまして

は先程述べましたように、現行の個人情報保護条例が廃止となり、法律の施行条例を

制定するということになりましたので、現行条例を参照している条例について、参照

先を条例から法律に改めたものでございます。施行日は令和５年４月１日でございま

す。 

続きまして、議案第２０号、江差町議会議員及び江差町長の選挙における選挙運動

の公費負担に関する条例の一部を改正する条例でございます。議案書は１０４ページ

をお開き願いたいと思います。資料は５１ページからの資料４４新旧対照表とでござ

います。新旧対照表でご説明いたしますが、町議会議員、町長選挙におきまして、選

挙運動用自動車やビラなどの経費ついて、公費で負担することとして条例定めてござ

いますが、その単価について国の規定が改正となったことから、条例においても国に

合わせた単価に改正するものでございます。 

まず、自動車の借り入れについて支払うべき金額を１万５,８００円から１万６,１

００円に、燃料の代金は７,５６０円から７,７００円に、次のページになります。ビ

ラ１枚当たりの単価が７円５１銭から７円７３銭に改めるものでございます。施行日
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は交付の日からとしてございます。 

続きまして、予算の方ご説明申し上げたいと思います。総務課と選挙管理委員会所

管の予算の内容を説明いたします。予算資料の事務事業の一覧で新規事業大きく増減

した内容を中心に説明申し上げたいと思います。 

予算資料の８ページをお開き願いたいと思います。７番職員研修から１６番町例規

管理となります。内容は例年どうりで大きく変更となっている点はございません。 

次に、９ページでございます。４５番江差町交通安全運動推進協議会運営補助から、

４９番消費者問題住民運動対策、１つとんで５１番公平委員会負担金から５５番の諸

費事務までとなります。 

４６番交通安全対策指導員配置ですが、１名勇退されたことや指導員も高齢化して

きていることから、イベントの交通誘導など一部外部委託することで委託料の部分が

増となっており、全体として１２０万円ほど増額となってございます。 

また４７番の交通安全指導兼災害対応公用自動車購入でございますが、新規事業と

なってございます。現在の公用車、足回りがかなり腐食しており、車検はほぼ通らな

いということで指摘を受けてましたので、新たに購入することで予算計上いたしまし

た。 

また、５２番石川県珠洲市交流事業でございますけれども、新型コロナウイルスも

５類に移行する見込みであることから、本年から復活できるのではないかと思ってお

り、珠洲市と再開に向けて協議をしていきたいと考えてございます。それ以外は例年

どおり大きく変更となている点はございません。 

次に、１０ページでございます。７２番選挙管理事務から７４番江差町議会議員選

挙でございますが、知事道議選挙は４月９日執行、町議選挙は８月１０日満了でござ

いますので、７月下旬の執行となろうかと思います。その経費を計上してございます。 

次に、１１ページでございます。１３２番厚沢部町簡易水道施設更新事業負担金か

ら１３４番の水道事業会計上水道高料金対策でございます。内容としては、例年どお

りの内容となってございます。 

次に、１２ページでございます。１５３番再生可能なエネルギー推進事務から、１

５９番狂犬病野犬対策までとなります。１５３番の再生可能なエネルギー推進事務で

ございますけれども、ゾーニングの設定というのを目指してございますけれども、そ

のゾーニングを設定していくための先進地視察なとの旅費を計上しているものでご

ざいます。それ以外は、例年どおりの内容となってございます。 

次に１６ページでございます。２８６番の行政組合分担金、常備消防費から２９５

番空き家対策推進まででございます。２８７番除細動器購入については、新規事業で

ございまして、２９０番の消防団３号車両更新も新規事業でございます。２９４番の

災害備蓄品整備につきましては、整備計画の目標とした数量にほぼ充足してきたこと

から、新年度は残りの数量分とローリングストック等々となり、昨年度から比較して

２００万円ほど減額となってございます。それ以外は例年とおりとなっております。 

予算の説明は以上となります。総務課の説明は以上となりますので、よろしくお願
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いいたします。 

 

（議長） 

以上で補足説明が終わりましたので、質疑を許します。 

質疑希望ありませんか。 

（議長） 
質疑希望、はい、はい、はい。 
はい。小野寺議員。 

 
「小野寺議員」 
 ３点お聞きします。 
 まず１点目ですが、指定管理者について、ちょっと全体的なことでお聞きしたいと

思います。個別なことは、取りあえず入らないつもりでいますが、私しばらく、決算

予算も含めて指定管理者の全体像取り上げていなかったので、総論的にお聞きしたい

と思います。 
 ２点あります。全国的にこの指定管理者というのは本当に増えてって、よくワーキ

ングプアとかですね、ブラック企業とか、別にここのことを言っている訳じゃないで

すよ。そういう意味で改めて働く方のその賃金に絞って、お聞きしたいと思いうんで

すが、ある所で結局コロナの関係で、収入が減っちゃったと。その契約の仕組みなん

でしょうかね、結局、その働いている人のそこにしわ寄せいっちゃったというのもあ

りましたが、まず、１点目。江差の指定管理者の部分で、そういうことってあるのか

ないのか。ちょっと仕組みがよくわからないので、ちょっとお聞きしたい。これが１

点目。 
 この点で２点目。そもそも、契約によって違うのかもしれませんが、ただ、事実上、

働いている方、今まで江差町の直営だった部分が民間にいったというだけの話であっ

て、そうすると、現時点で賃金水準、いわいる賃金水準、契約の内容によるのかも知

れませんが、どうなっているのか。民間並みなのか。役場で言えば会計年度職員並み

なのか。仕事によって違うのか。いずれにしても、ちょっとお聞きしたいんですよ。

この間物価が上がっているということも含めて、今いろいろ管理費用、中でそこらへ

んが何か考慮されているのかですね、その点についてお聞きしたい。が指定管理者の

問題。 
 ２点目。今年、町議選挙があります。去年、町長選挙もありました。選挙はありま

せんでしたが、全国的にもこの江差町でも投票率の問題、本当に低くなってきている。

要因は、いろいろあるんでしょうけれども、総務省でも度々、いろんな取扱い、取り

組事例だとか出してますし、近隣町でもあのてこの手、試行錯誤で投票率向上の対策

をとっております。送り迎えするとかですね、投票所まで車で連れていくとか、いろ

いろありますが、江差でも何かできる対策、いろいろあると思うんですけども、その

点について、何か検討しているか、もしくは、検討していただきたい。この点につい
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てお聞きしたい。 
 後です。津波問題も今日出ましたが、津波に限らず町長の執行方針では、豪雨の

ことも触れてましたし、何あるかわかりませんが、いずれにしても、我々今何出来る

かったら、避難訓練、江差町で本当にこの間、地域に入って苦労されているのも重々

わかってますが、ぜひ、それを続けてもらいたいのと、今日のここの予算質疑では、

いつも条件がいい時の訓練なんですよ。昼間だとかですね、全部条件が十分整ってか

ら訓練だとか。じゃなくて、今、結構あちこちで冬、雪降っている時とか、夜だとか、

だから、なかなか高齢者とかできないにしても、そういう厳しい条件というのも、年

に１回でもいいからですね、どっか対象者が仮に少なくてもいいから、とにかく厳し

い条件の中で、もし今までやったことあるのならそれも含めてなんですが、せめて身

近なところでそういう訓練もやったんだなというを我々自治会の立場でも、ぜひ、声

掛けもしてもらえれば、積極的に自治会でも対応できるかなと思うんですが、その点

についてお聞きしたい。 
以上、大きく３点です。 

 
（議長） 
 はい。総務課長。 

 
「総務課長」 
 小野寺議員から大きく３点、指定管理者、それから投票率と避難訓練。指定管理者

に関しましては、総務課、選考委員会の事務局持っているというような立場で、答弁

させていただいて、全体的な部分で、個別の部分になりましたら、各課でお願いした

いなとは思ってございます。 
それで、収入コロナ、コロナで収入も減、それが例えば、指定管理者の経営だった

り、賃金だったりに影響があるのかということなんですが、形態それぞれありまして、

例えば、利用料金制度の施設もありますけども、それ以外の施設であれば、例えば文

化会館、追分会館であれば、施設の収入と関係なく、あくまで管理に必要な経費、指

定管理料として支払っております。その収入の部分は、町の方に入ってきますので、

利用が少なくなったからといって、それが経営に影響を与えているということは、な

いのかなと思ってございます。 
２点目の指定管理者、２点目に賃金水準、これにつきましても、それぞれ形態によ

って違うというところもありますし、基本的にはやはり事業がいくら支払うかという

ことなんでしょうが、指定管理料を算定する積み上げの中では、町としては、その会

計年度任用職員並みということで、民間並みというのがどのレベルなのかという部分

の疑義はあるんでしょうけども、総務課としては、会計年度職員並みということでの

認識はあります。 
例えば、ある施設であれば、係の職員から主任だった総括責任者という部分で、段

階的なその賃金設定をしておりますけども、一番下の係職員でも会計年度任用職員並
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みでは計算しておりますので、相対的にはそれ以上ということの認識になるかなと思

っとります。 
 それから物価上昇、物価高騰に関してでございます。指定管理料４年間あるいは５

年間で、年度、毎年度同額の指定管理料ということで、協定を結んでやっている訳な

んですけども、基本協定書では、物価変動、あるいは事情変更が経済動向の変更があ

る場合は、指定管理者から申し出あれば、協議するという状況ございます。実際、昨

年１２月定例会だったと思います。燃料高騰で指定管理料、見直ししてございますし、

申し出があれば協議をしていって、また、妥当であれば見直しをしていく。そのよう

に対応していくこととなろうかと思います。ただ物価高騰、どの程度であったら、数

パーセントでもなのかといろいろございますので、まず、協議、お互いの協議でどれ

だけ経営に響いているのか、そういった部分の協議になろうかとは思います。 
 次に、投票率ですね。投票率。今現在、投票率、町のホームページでも公表してお

りますけれども、国政選挙と道政選挙でそんなに高くなく６割、６０パーセント前後、

町議選挙などでは、７０パーセントぐらいということになってございます。 
それで、総務省でも確かに事例集出しておりまして、期日前投票所、商業施設で開

設するとか、移動支援等々の取り組み載っています。管内では、今金町で昨年、参院

選の移動期日前投票所を施行していますし、上ノ国町では数年前から統廃合した投票

所の区域の送迎バス運行しているということで、その辺は承知していたところでござ

います。町といたしましても、タイミングと言いますか、そろそろうちも検討してい

かなければならないと思っていたところでございまして、その辺、近隣の町村、経費

だったり、投票率向上への起用はどの程度なのか、そういう部分を情報収集見極めな

がら、選挙管理委員会の委員さんの部分の意見も踏まえながら、前向きに検討してい

きたいなと思っとりますので、ご理解願いたいと思います。 
 避難訓練でございます。日中の避難訓練ということで、これまでやってきた訳なん

ですが、北海道厳しい冬、その夜にとかっていう部分も十分想定されます。そういっ

たシチュエーションで実際に体験するというのは、議員おっしゃるとおり、大いに意

義があると思っておりますので、実施については、検討して行きたいと考えてござい

ます。今考えておりますのは、例えば、冬期に文化会館やまなびっく体育館などで段

ボールベット、毛布、そういったので一晩過ごしてみるような避難所運営訓練をどこ

か特定の町内会自治会というよりは、オープンな訓練で希望者が誰でも参加できるよ

うなもの、そういったもの、今のところはイメージしてございます。いずれにいたし

ましても、実施に向けて検討していきたいと考えておりますので、ご理解願えればと

思います。 

 
（議長） 
 小野寺議員。 

 
「小野寺議員」 
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 １点だけ、再質問。 
 指定管理者の賃金の件ですが、その確認の方法、これ、前にも何年も前に聞いたこ

とあるんですが、総務省のいろいろ見ても、なかなかそこまで、なかったような、例

えば労働条件、勤務時間だとかですね、年休だとか、そういう部分については、当然、

きちっと要件としていろいろ確認とか何かできそうなのもあったけど、賃金に関して

言うと、今、課長おっしゃったとおり、積算の根拠としては、今のお話のとおり会計

年度任用職員の部分でありますよ、と言っているだけであって、果たして、その現場

がきちっとその部分、払っているかどうかという確認は多分、していないですよね。

もし、しているんだったら、してないですね、今のうなずきだと。これって、何らか

な形でやる必要があるんじゃないでしょうか。もしくは、やれないんでしょうか。そ

の点について、お聞きしたいと思います。 

 
（議長） 
 はい。総務課長。 

 
「総務課長」 
 ちょっとそれは、所管の課長さんとも話をしないと、ちょっと私だけでの答弁でな

かなか難しいかなと思いますんで、ご検討課題ということで受け取らせていただきた

いなと思いますんで、よろしくお願いいたします。 

 
（議長） 
 いいですね。はい。他に質疑希望ありませんか。 

 
（「なし」の声） 

 
（議長） 
 他に質疑希望ありませんので、議会事務局、総務課、選挙管理委員会事務局、監査

委員事務局所管予算並びに関連議案について、質疑を終わります。 
 説明委員入れ替えのため、暫時休憩いたします。 

 
休憩 １６：３９ 

 


